
 - 1 - 

３０墨総法第１５２号 

 

裁   決   書 

 

 

東京都墨田区●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●● 

審査請求人     ●●●●●●●●● 

 

処 分 庁     墨田区福祉事務所長 

 

 審査請求人が平成３０年６月２８日に提起した、処分庁による平成３０年６月１

４日付けで審査請求人に対して行った保育所等利用承諾保留処分（保育施設利用調

整結果通知書によるもの。以下「本件処分」という。）に係る審査請求について、

次のとおり裁決する。 

 

 

主   文 

 

 本件審査請求を棄却する。 

 

事案の概要 

 

 本件は、審査請求人による保育所等の入所申込み（平成３０年６月７日付け保育

施設（入所・転所）申込書（以下「本件申込書」という。）によるもの。）につい

て、処分庁が利用調整を行った結果、平成３０年６月１４日付けで同年７月の入所

を保留することと決定した本件処分を不服とし、同年６月２８日に審査庁に対して

審査請求があったものである。 
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 本件処分の理由について、処分庁は、平成３０年６月１４日付け保育施設利用調

整結果通知書において「利用調整基準に基づく優先順位が高い他の児童で定員に達

したため」とする一方、審査請求人が提出した本件申込書は平成３０年１２月の入

所選考まで有効であり、その間に希望する保育施設に空きが生じた場合、利用調整

の対象となる旨を明示している。このことからすれば、本件処分は保育所等利用承

諾に係る一部拒否処分と解することが相当である。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

   審査請求人は、審査請求書（平成３０年６月２８日付け）において以下のと

おり主張し、本件処分を取り消し、保育所等利用承諾の決定をするよう求めて

いる。 

  ⑴ 審査請求人の妻は、重度の産後うつ症状により育児困難である。審査請求

人の妻には、現在希死念慮があり、自殺企図を繰り返しているほか、たびた

び審査請求人や審査請求人の子（以下「本件児童」という。）に手を上げそ

うになる。 

  ⑵ 上記⑴の症状がある中、審査請求人の育児休業は平成３０年７月３１日ま

でであり、８月からは職場復帰しなければならず、審査請求人の妻と本件児

童を自宅に残すことになる。 

  ⑶ 審査請求人の両親は遠方に居住し、審査請求人の妻の両親は双方とも重い

疾患を抱えていることから、本件児童の育児を頼ることができない。 

  ⑷ 上記⑴から⑶までの理由のため、本件保育所等の利用が認められなければ、

審査請求人の妻は治療に専念できないので、再度選考の上、優先的に入所で

きるよう求める。 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁は、弁明書（平成３０年７月１７日付け）及び口頭による説明（同年

１１月９日聴取）において以下のとおり主張し、本件処分に違法又は不当な点

はないため、審査請求は棄却されるべきであるとする。 
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  ⑴ 児童福祉法第２４条第１項について 

    児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２４条

第１項は、市町村は、保育を必要とする児童に対して保育所において保育し

なければならないと定めている。しかし、現に存する保育所等の入所定員と

比較して保育を必要とする児童が複数いる場合には、その全員に対して保育

することは不可能である。このような場合、保育を必要とする程度の高い児

童から順次保育せざるを得ないというのが実情である。 

  ⑵ 利用調整基準に基づく利用調整について 

    上記⑴の事情を踏まえて、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成２４年法律第６７号）によ

る改正後の法附則第７３条第１項の規定により読み替えて適用される法第２

４条第３項及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）（以下

「省令」という。）第２４条においても、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用で

きるよう、利用調整を行うことを認めている。 

    本件処分は、墨田区保育所等の利用調整等に関する規則（平成２７年墨田

区規則第２１号。以下「区規則」という。）第３条の規定により墨田区長か

らの委任を受け区規則第５条第１項の規定により定めた区規則別表第１「利

用調整基準表」の基準指数及び調整指数（以下「利用調整基準」という。）

並びに別表第２「同一の指数の場合の優先順位」の順位（以下「同一指数時

優先順位」という。）に基づき、保育所等の利用に係る利用調整を行ったも

のである。 

  ⑶ 審査請求人の主張について 

    本件処分について、審査請求人は、前記１⑴から⑷までのとおり主張して

いるが、墨田区では、利用調整基準及び同一指数時優先順位において、精神

障害者保健福祉手帳を保持する者について一定の考慮をしている。 

    本件の場合、本件申込書を提出した際に、審査請求人の妻について、精神 
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   障害者保健福祉手帳の取得申請中との記載を確認したため、当該手帳を取得

した際にはその写しを提出するよう依頼していたが、平成３０年７月入所に

係る利用調整の時点までに、当該手帳の写しの提出が確認できなかったため、

精神障害者保健福祉手帳を保持する場合の調整指数及び同一指数時優先順位

を適用しなかった。 

 

理  由 

 

 １ 本件の争点 

   審査請求人が主張する本件処分を取り消すべき法的根拠は明らかではないが、

審査請求人の主張を要約すると、審査請求人の妻について、重度のうつ症状が

出ており、育児が困難な状態であるところ、審査請求人自身は復職しなければ

ならず、またお互いの両親に育児を頼ることもできないことから、再度選考の

上、優先的に入所することができるよう求めているものである。 

   そこで、そもそも保育所等の利用申込に対して利用調整を行うこと自体が許

されるのか、利用調整を行うとしても、審査請求人の妻の病状など審査請求人

の家庭の個別事情に、利用調整における調整指数及び同一指数優先順位を適用

できなかったのかという点について順次検討する。 

 ２ 利用調整を行うことについて 

   法第２４条第１項は、市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定め

るところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき

乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、同条第２項

に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならな

いと定めている。 

   また、同条第２項は、市町村は保育を必要とする児童に対し、認定こども園

又は家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければ

ならないと規定している。 

   一方、法附則第７３条第１項により読み替えて適用される法第２４条第３項
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では、市町村は、保育所等の利用について調整を行うとともに、認定こども園

の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、同条第２項に規定する児童の

利用の要請を行うものとすると規定している。これを受けて省令第２４条では、

市町村は、上記の利用調整を行う場合には、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用でき

るよう調整する旨が定められている。 

   このことは、具体的に保育所等における保育を実施するに当たっては、現に

存する施設の数、規模、利用定員の制限等から、入所申込者の希望により定員

超過が生じる場合が当然予測され、その場合には、あらかじめ定められた一定

基準にのっとって利用調整を図る必要があり、その様な場合を想定して上記の

ような規定を設けている。 

   そうすると、法第２４条第１項は、市町村に対し、保育を必要とする児童に

対して保育所における保育を受けさせるべき一般的な義務を課しているものの、

保育所等の定員超過等のやむを得ない事由がある場合には、利用調整の必要が

あることを容認しているのであり、保育所等を利用する必要がある児童につい

て、必ずしも申込者全員に対してその希望する施設のいずれかに入所できるよ

うな具体的な権利を保障したものではない。 

   したがって、個別具体的な事案において、定員超過等のやむを得ない事由が

ある場合に利用調整を図ることは禁じられていない。 

   本件処分は、審査請求人が入所を希望した保育所等の入所希望者が募集定員

を超えたため、区規則で定められた利用調整基準及び同一指数時優先順位に従 

  って利用調整を行った結果に基づくものであり、この点において、違法又は不

当な点は認められない。 

 ３ 審査請求人の妻の病状など審査請求人の家庭の個別事情に調整指数及び同一

指数時優先順位が適用されなかったことについて 

   審査請求人が主張する本件の事情については、利用調整基準の調整指数の条

件番号１９及び同番号２６並びに同一指数時優先順位の順位１及び同順位４が

適用される可能性が考えられるので、順次検討する。 
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   なお、調整指数の条件番号８については、審査請求人の妻が入院したとの事

実を認めることができないので、同条件は適用されない。 

  ⑴ 調整指数の条件番号１９の適用について 

    調整指数の条件番号１９は「基準指数の類型が就労に該当する保護者が・ 

   ・・精神障害者保健福祉手帳１級から３級までのいずれかを保持していると

き。」との条件を定める。この点について、審査請求人は、本件申込書に 

   「精神手帳の申請中」と記載しており、これに対して、処分庁は、精神障害

者保健福祉手帳を取得した際にはそのコピーを提出するよう依頼していたが、

平成３０年６月１３日に行われた同年７月入所に係る利用調整の時点までに、

当該手帳のコピーは提出されなかった。したがって、利用調整の時点で調整

指数の条件番号１９に該当する事実を確認できなかったのであるから、審査

請求人の妻の病状に調整指数の条件番号１９を適用することはできない。 

  ⑵ 調整指数の条件番号２６の適用について 

    調整指数の条件番号２６は「児童福祉等の観点から特に保育の利用が必要

であると認められるとき。」との条件を定める。 

    この条件について、処分庁では「平成３０年保育施設利用調整（選考）に

おける基準指数等運用指針」（以下「指針」という。）において適用基準を

厳格に定めて運用している。指針には、同条件が適用される場合として「児

童相談所、子育て支援総合センターからの意見書がある場合や子ども施設課

で特に保育が必要と認められる世帯については、その内容について児童福祉

等の観点から加点を検討する」と定められている。そして、後段部分の「子

ども施設課で特に保育が必要と認められる」場合については、処分庁では、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律

第３１号）第１０条に基づく保護命令が発令される場合等、意見書に類する

ものと判断できるものがある場合に限定して運用している。このような指針

による運用は、平成２６年９月１０日付け府政共生第８５９号内閣府政策統

括官（共生社会政策担当）ほか連名通知「子ども・子育て支援法に基づく支

給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る
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留意事項等について」が保育所等の優先利用に関する基本的な考え方を示し

ており、そこでは優先利用の対象として考えられる事項として「虐待又はＤ

Ｖのおそれがあることに該当する場合等、社会的養護が必要な場合」を挙げ

ていることに基づいている。そして、処分庁は、上記通知が指摘する「社会

的養護の必要」の判断については、専門的知見や調査権限が必要になること

から、そのような権能を有する児童相談所や子育て支援総合センター等の専

門機関の判断や、裁判所の保護命令等これに準ずる第三者の判断に基づいて

検討する運用を行っているものと認められる。このような運用は、専門機関

の客観的な判断を尊重し、処分庁の裁量を限定するという点で相応の合理性

を認めることができる。 

    本件においては、指針が定める意見書等は存在せず、本件処分の判断に当

たり、調整指数の条件番号２６を適用しなかったことはやむを得ない。 

  ⑶ 同一指数時優先順位の順位１の適用について 

    同一指数時優先順位の順位１は「緊急性が非常に高く、特別な配慮が必要

であると認められるもの」との項目内容を定めている。この内容についても、

指針において運用基準を定めている。指針は、同一指数時優先順位の順位１

を適用すべき場合として、「虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養

護が必要と認められる場合等」と定め、「基準指数がＤＶ・虐待のもの、意

見書の提出があったものについて対象とする」と定めている。このような指

針の定めは、調整指数の条件番号２６と同様、社会的養護の必要性の有無に

ついて専門機関の客観的な判断を尊重し、処分庁の裁量を限定する趣旨と認

められ、相応の合理性を認めることができる。 

    本件では、上記⑵のとおり意見書の提出は認められないので、同一指数時

優先順位の順位１を適用することはできない。 

  ⑷ 同一指数時優先順位の順位４の適用について 

    同一指数時優先順位の順位４は「申込児童と同居する親族が・・・精神障

害者保健福祉手帳を保持し・・・ているもの」との項目内容を定める。しか

し、上記⑴で述べたとおり、利用調整が行われた時点までに審査請求人の妻



 - 8 - 

が精神障害者保健福祉手帳を保持していた事実を認めることはできない。 

    したがって、本件処分の判断に当たり、同一指数時優先順位の順位４を適

用することはできない。 

 ４ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

   他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 ５ 結論 

   以上のとおり、審査請求人の申立ては、いずれも理由がないから、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項の規定により、主文のとお

り裁決する。 

 

平成３０年１２月２５日 

 

審査庁  墨田区長  山  本    亨    

 

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、墨田区を被告として（訴訟において墨田区を代表する者は墨田区長

となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

  処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、墨田区を被告として（訴訟において墨田区を代表する者

は墨田区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して

１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起するこ

とはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁決の取消しの訴え

や処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
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 本書は、裁決書の謄本である。 

   平成３０年１２月２５日 

                   墨田区長  山  本    亨    


